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第５回科学委員会報告書 
2001年3月19－24日 

日本、東京 
 
 
 
議題１ 開会及び歓迎 
 
1. オーストラリア、日本及びニュージーランドからの代表及び科学諮問パネルのメンバ

ーは、2001年3月19－24日に東京でCCSBTの科学委員会の会合を持った。韓国、南ア

フリカ及び台湾からのオブザーバーも会合に出席した。会合は、ＳＣの議長に指名さ

れたアンドリュー・ペニー氏によって議事が執られた。 
 
2. 今回の会合の主催国である日本を代表して、弓削氏が参加者を歓迎し、また会合で討

議される問題に関して建設的な意見交換が行われるように希望を表明した。 
 
 
議題２ 議題の採択 
 
3. 会合の前に回章された議題案は、変更なく採択され、別紙Ａに示されている。議題は

広範囲に及んでおり、また利用可能な時間内では、全ての議題を詳細に議論すること

はできない。参加者は、科学調査計画（ＳＲＰ）で合意に達することや、今度の資源

評価プロセスに求められる入力データに関する議論等、詳細に議論すべき高い優先事

項の項目を特定することを要求された。会合に提出されている文書のリストは、別紙

Cに示されている。 
 
 
議題３ 代表団の紹介 
 
4. 参加者は、それぞれの代表団のメンバーを紹介し、また最も高い優先順位を各々の代

表団に確認した。会合参加者のリストは、別紙Ｂに添付されている。全ての加盟国

は、SRP提案を最終化する必要性に合意し、またその年の後の資源評価を実施する合

意された枠組を開発することもまた重要であることを考慮した。 
 
 
議題４ 科学調査計画 
 
5. 諮問パネルのガイドラインの下、2001年1月のラフォヤでの会合で諮問パネルによって

開発された改訂SRP提案草案に関して、各加盟国代表団と伴に、広範囲に及ぶ予備的

な非公式討議が行われた。諮問パネルは、この討議に基づいて、科学委員会での検討

のため修正したSRP提案草案を準備することを求められた。 
 
 
   4.1 諮問パネルからの説明 
 
6. ヒルボーン博士は、2001年2月の諮問パネルSRP提案（CCSBTSC/0103/04で提示されて

いる。）の主要な結論の簡潔な概要を説明し、また、この提案への非公式な討議で提

示された主要な問題を要約した。パネル提案草案は、非公式な討議の間に行われた多

くの有益な提案に応じて改訂され、またこの改訂提案の草案は、SRP科学委員会提案

として、科学委員会での検討のため回章された。 
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7. ヒルボーン博士は、これらは、直接的にCCSBTの作業及び財源と明確な関係を有して

いるので、SRP提案の初期の主要な構成要素は維持されていることに言及した。しか

しながら、討議の結果として、これら4つの主要な構成要素の提案されていた優先順

位を変更することになった。つまり、 
 
• 全てのミナミマグロ漁獲の評価は、最も高い優先順位のままであるが、提案は、全

ての船団及び漁法からのデータ収集のためのガイドラインを提示することまで拡大さ

れた。 
 
• 資源評価に含まれるCPUE分析手法の開発及び承認は、資源評価に利用されるCPUE

指標における不確実性を削減する緊急の必要性の観点から、第2位の優先順位の構成

要素に格上げされた。SRPは中期的調査の優先順位を提示すべきであることを確認し

つつ、この構成要素は、B-ratio及びgeostatisticalのCPUE解釈手法の更なる探求を求め

られ、また、このプロセスにはガイドラインが含まれている。いずれにしても、暫定

的なアプローチが次の評価会合で求められることが確認された。 
 
• 科学オブザーバー計画の実施は、通常の標識放流計画の実施と同じ優先順位を与え

られている。そのような計画を設計するための一連の原則が提案された。加盟国が、

実施に責任を有すべきである一方で、委員会は、訓練とデータ収集のための基準を示

さなければならず、また、結果として出されたデータは、事務局によって調整された

中央のCCSBTデータべースに提出されるべきである。 
 
• 通常の標識放流計画の実施は、特に資源が回復している条件の下で、他の豊度指標

を提示するために提案されている。若齢魚への標識放流は、最も費用対効果が高い様

に思われ、また若齢魚資源豊度の全ての知られている海域において、適切な標識捕捉

率を確保することが重要になる。おそらくオブザーバー計画を通じて、回帰率を計測

することも重要となる。 
 
   4.2  加盟国からのコメント 
 
8. 改訂SRP提案に対する当初の回答として、日本は、4つの優先項目の下での新たな作業

の重要性に関連して、既存の国内計画を見直せるように、SRP開発プロセスの権限の

下で、他の5つの構成要素に関連する本来の重要性に関して言及する必要性を繰り返

し述べた。日本は、CCSBTは、これらの構成要素の下で、メンバー間の協力を調整す

る指導的役割をも担えることに言及した。仮にCPUE指標での一連の不確実性を狭め

ることに合意があるのならば、標識放流計画は、唯一、CPUEの解釈に関する調査よ

りも優先されるかもしれないこともまた言及された。オーストラリアは、更に直接年

齢査定の作業を行う重要性に言及した。日本は、結果はメンバー間で交換されるべき

であることを提案しつつ、これを実施すべきであることに合意し、また航空機調査の

重要性を指摘した。最後に、来年に掛けて、４つの優先されるSRP構成要素の各々の

下で実施されるべき調査の詳細について具体的な手当てをしなければならないことが

確認された。 
 
   4.3 合意されたSRP提案の開発 
 
9. 初めのSC SRP提案草案は、加盟国から得られた初めのコメントに対応して改訂され、

検討のため本会議に提出された。更なる修正を求める様々な問題が特定された。特

に、様々な科学的目標を達成するための適切かつ実践的なオブザーバー捕捉目標レベ

ルに関連したものや、表層漁業や延縄船に関する標識放流計画の設計に関するいくつ
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かの詳細についてである。加盟国は、提案の更なる改正に含めるために、これら及び

他の問題に関して記述した提案をパネルに提示した。 
 
10. 改訂SC SRP提案草案の提出において、ヒルボーン博士は、漁獲の評価の下での主要

な変更は、漁獲目録やマグロ及びマグロ類の体長情報に対する要求を含めることに関

連していたが、生物学的情報は、ミナミマグロのみから収集されると述べた。CPUE
分析の複製に関連して、加盟国はそれぞれ、これらを再計算するための十分な情報及

び仕様書を持たなければならない。提案されたオブザーバープログラムに関連する問

題は、最も議論があった。目標の捕捉レベルに関連して、一定の科学的目的を達成す

ることを求められるレベルに関して勧告を与えることがむしろ望ましいと考えられ

た。加盟国が、各自のオブザーバー計画を調整しなければならない一方で、オブザー

バーの交換は、計画横断的な標準化を図るため、また結果における信頼を増進するた

めに奨励された。一本釣り漁船での標識放流が、最も高い費用対効果があると考えら

れている一方で、延縄漁船での標識放流もまた検討されるべきである。 
 
11. 回答において、日本は、SC SRP提案が、他の５つの調査項目が、委員会にとって関

心事でないといった印象を与えるべきでなく、また主要な４つの構成要素の次の優勢

順位にすべきであると述べた。将来の段階でのCPUEの解釈に関連する調査を実施す

る選択肢は、その必要性を検討しなければならず、記憶されるべきである。オブザー

バー計画に関連して、勧告された20% - 30%の捕捉率は、日本によって検討されたも

のであり、非現実的に高く、また標識の報告レベルの改善された評価も、標識を付す

魚の数及び再捕率に関連していた。オーストリアは、客観的勧告がないという所まで

文言を弱めることに対して注意した。どの年級が、オーストラリア沖のどの海域で標

識を付されるべきかと言うことに関していくつかの議論があり、これは、詳細な計画

を議論するワークショップで更に取り扱われる問題として認識された。明確な勧告の

必要性を認識しつつも、ニュージーランドは、その提案は、オブザーバー計画の実施

に関して規定されるべきでないことに言及した。 
 
12. 加盟国は、記載した提案する変更点を諮問パネルに提示し、また更なる草案が、これ

らをベースに準備され、討議された。パネルは更なる改訂は行われないような最終草

案にするために、これを検討した。ヒルボーン博士は、主要な変更点を要約した。い

くつかの船団に関して、重量を測られた魚が体長を測られておらず、オブザーバー捕

捉率は、オブザーバープログラムが計画される時に決定されるべきであることが認識

された。また多くの小さな提案された文言の修正が取り入れられた。SC SRP提案の最

終草案は、留保なしに全ての加盟国によって採択され、別紙Dに示されている。 
 
13. 来年に渡って４つの主要なSC SRP構成要素の各々の下で実施される調査の詳細を文

書化することに関して議論された。次のSAG会合の準備で想起されるデータの準備及

び交換に関する詳細な勧告がこの会合において行われたことが確認された。次の評価

のための暫定的なCPUEモデル選択の提案も受け入れられた。加盟国は、次のSC会合

の前にワークショップのような委員会の追加的活動を行う若干の余地があると感じ

た。オーストラリアは、SC SRP提案によって特定された分野における提案を開発する

ために作業を行うと述べた。SC SRP提案の下で実施される更なる作業の詳細が次の

SAG及びSC会合で議論されるべきであることが合意された。 
 
14. 特に、特定の技術的なワークショップを、標識放流計画や、おそらく同様にオブザー

バープログラムを計画するために開催するべきであることが確認された。そのような

ワークショップは、全米熱帯マグロ類委員会（ IATTC）や太平洋委員会事務局

（SPC）のような標識放流計画に関連する他の国際漁業機関からの専門家を含むべき
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である。そのようなワークショップへの提案は、次のSAG及びSC会合で特別に取り扱

われるべきであり、また加盟国は、このような活動を計画する最善策を議論するため

に準備されたこれらの会合に参加しなければならない。加盟国によって実施されてい

る既存の科学オブザーバー計画の調整役の間での意思疎通が図れるように、既存の標

識放流及びオブザーバープログラムの文書を、事務局を通じて閉会期間中に交換する

ことが有益であることが提案された。加盟国は、次期会合の準備のため、閉会期間中

の意見交換に基づいた計画提案草案を準備することも検討しなければならない。 
 
 
議題５ 資源評価プロセス 

 

15.  今年の後半に行われる資源評価プロセスで、ガイドラインと入力データを提供する

ために必要な作業に関し、実質的な非公式討議が、アナラ博士(ＳＡＧ議長)の指導の

下で行われた。 

 

５.１ 資源プロジェクションの検証 

 

16.  パルマ博士(資源プロジェクション・ソフトウェアと過去の評価に用いられる演算式

の検証に関する閉会期間中の作業の調整役)は、プロジェクション検証作業グループ

の２０００年１１月の報告草案(CCSBTSC/0103/info02) で略述されている進展状況の

概要を説明した。閉会期間中におけるレビュー過程の間、プロジェクションの相違に

ついては、６つの原因が確認されていた。これらの中で、３つはわずかな意味合いし

か持たず、変更はしないとの決定が行われた。一つ(加入に関わる変動を加えるため

に用いられた方法)は、適度の効果があり、日本が実施した方法を用いることで合意

が得られた。選択性を決定するために使われた参照年は、実質的な影響をもった。

様々な年にわたる平均的選択性を用いるのが良いと思われる。日本とオーストラリア

は、当初、異なる平均期間を提案したが、Ｔが評価に漁獲データが用いられる最終年

である場合、Ｔ-１からＴ-３までの平均を用いることで合意が得られた。 

 

17.  会合の間、オーストラリアはまた、資源加入モデルのパラメータの制約的または非

制約的な推定に関する勧告された暫定的アプローチに同意した。標準の自由なベヴァ

ートン-ホルト・モデルに合わせ、次に出力された加入推定を抑制することが提案さ

れた。これにより、近い将来、パルマ博士の調整の下で、残された検証作業の完了が

可能になる。したがって、この過程に関する最終報告は次回ＳＡＧ会合前に利用可能

とされるべきである。 

 

５.２ 資源評価の入力データ 

 

18.  アナラ博士は非公式討議の間に討議された主要問題の概要を提示した。２０００年

５月の資源評価プロセス・ワークショップは、データ入力の開発と評価のためのプロ

セス概要(CCSBTSC/0103/info07)を作成した。体長と体重の関係における相違に関す

る情報の交換に関して進展が見られ、また、用いられる漁獲年齢方程式の作成のため

の代替規則及び作成手順に関して意見交換が行われた。後者に関しては、代替と引き

伸ばし率の手順の結果が異なっているとの懸念が存在し、これらの相違を解消するた

めのオプションについて、詳細な討議が行われた。その後の非公式な討議の間に徹底

的に議論された特定の問題は以下の通りであった。 

 

*成長モデルの選択: 
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以前の評価で用いられた成長モデルから先へ進める必要性が認識された。しかしなが

ら、改良された又は代替成長モデルの評価は、特に直接年齢査定の情報の組み入れに

関しては、次回の評価の時までには、完成されない複雑な過程にあった。従って、暫

定措置として、二つの成長カーブ、すなわち、１９６０年代のカーブ

(CCSBTSC/0103/18)と１９８０年代の平均(CCSBTSC/0103/18)及び２００１年の評価に

おけるリチャーズ・カーブ(CCSBTSWG/0011/03で開発)(近時のもの)を用いることで合

意された。また、合意された成長カーブを用いて、１９７０年から１９８０年までの

過渡期のサイズ別漁獲量を作り出すために、最後の評価で用いられたプロセスに近似

する方法について合意が得られた。別紙Ｅで言及されている年齢別平均体長の表は、

イアネリ博士が閉会期間中に提供することになっている。 

 

*２００１年のサイズ別漁獲量データベースの開発: 

 

アイアネリ博士は、次回の評価のためのサイズ別漁獲量のデータベースをつくるため

のプロセスを提案するために設立された非公式の小グループの報告を要約した(別紙

Ｅ)。これは、単一の同意された漁獲データから引き出すべきである。これはＣＣSBT

事務局を通して今後調整されるべきであるが、次回の評価には可能でないだろう。ど

ちらも、それはそれ以前に引き伸ばし率と代替演算式を見直すことができないだろ

う。したがって、１９９８年前の期間に関するサイズ別漁獲量を作成するために、以

前に用いられた演算式とデータを使用することで合意が得られた。そのデータはオー

ストラリアが提供する。これは、各加盟国が、提案された成長カーブを用いて、サイ

ズ別漁獲量を作り出すことを可能にすると思われる。過去から１９９８年までの期間

については、各加盟国はそれぞれの漁業について、自らのサイズ別漁獲量データベー

スを作るべきである。明確にする必要がある更に多くの具体的詳細事項が、別紙Ｅで

の小グループ報告及び別紙Ｆのスケジュールで概説された。パネルは、必要だと考え

られた場合、各段階でのデータ転換の結果をチェックすることを申し出た。また、イ

アネリ博士が、２０００年の部分的なデータが、データの点検の後に、評価に含まれ

るべきかどうか決定することが合意された。 

 

＊非加盟国の漁獲量とサイズデータ: 

 

韓国と台湾は、加盟国によるデータ提供と同じベースで行われるとの条件で、次回の

資源評価に含めるための、漁獲量、努力量、及びサイズに関するデータを提供する意

欲を表明した。両国は、提供されるデータ、データ形式、および提出手順に関する指

導を要求し、加盟国と同じスケジュール及び形式に従って、データの交換を行う(別

紙Fで指定されたとおり。)。また、オーストラリアとの二国間合意の下で収集された

インドネシアのデータも、評価のため提供される。しかしながら、これを、インドネ

シアが直接提供した漁獲量推定との比較でチェックする必要があった。韓国と台湾が

提供したサイズデータは、２００１年の評価における感度分析にのみ用いられるとい

う点が留意された。 

 

19.  長期間の渡るものであるが、注意を必要とする特定されたもう一つの問題は、日本

の輸入データが正しく取扱われることを可能にするため、インドネシアからの調整

品、特に、フィレと腹肉の換算因子に関する、更なる作業であった。現在、オースト

ラリア／インドネシアの二国間条約の下で実施されているポート・サンプリング計画

を、必要な換算率を作成するために必要なデータ収集のために利用することを検討で

きることが提案された。また、委員会がミナミマグロ貿易証明スキームの下で、これ

らの製品カテゴリーの正しい記録を検討すべきだということが勧告された。 

 



5th Scientific Committee Meeting Report 6 
 

 

５.３ ＣＰＵＥモデル 

 

20.  会合は、利用可能な漁獲努力に関する情報の妥当な解釈を合理的に示すと考えられ

る、評価目的のための２つのＣＰＵＥシリーズを提供するために、ｗ=０.５とｗ=０.

８をもつ下記の方程式１を使用することに合意した。これらは、妥当なＣＰＵＥの傾

向での下限と考えるべきでなく、二つの暫定的な代替仮説と見なすべきである。B-

ratio算定のためのプログラムを実施することが可能でない状況において、ｗ=０.５

の選択は、次回ＳＡＧ会合に間に合うように、最も密接に１９８９年以来のB-ratio

の傾向を表す年齢範囲の平均であるWa値を推定することによって行われた。ｗ=０.８

は、同様に算定された１９８９年以来の地理的傾向を表す推定であった。このアプロ

ーチは、B-ratioと地理的指標における１９８９年以前の傾向を正確に捕捉しない。 

 

 

＜数式＞  ayayay VSwwCSI ,,, )1( −+=       (1) 

 

 

Iy,aがy年a歳のための新たな指標である場合、ｗはＣＳとVＳの間の重み付けであ

り、CSy,aはa歳のためのy年におけるＣＳ指標であり、また、VＳy,aは年齢aのための

y年におけるＶＳ指標である。CSy,aとVＳy,aの双方が、全年度の中間値が１.０.とな

るよう正常化される。 

 

21.  オーストラリアと日本は、それぞれ、CSとVＳ指標を提供するために、ＣＰＵＥデー

タのＧＬＭ規格化を行う。これら２加盟国によって用いられたアプローチは、ほぼ同

じであり、結果における実質的相違は予想されない。しかしながら、相違が生じた場

合には、イアネリ博士が、とるべき行動について決定する。これは、２００１年の資

源評価にだけ用いられるべき暫定的アプローチであり、新しいＣＰＵＥ分析法は、２

００２年の評価のために開発される。パネルは、次回ＳＡＧ会合での討議のために、

単純化されたB-ratioＣＰＵＥモデルアプローチのための初めの仕様を開発すること

が実行可能であるかどうか調査するように要求された。これは次回の評価の後に、B-

ratio計算の急速な進展を可能にすると思われる。この点に関して、オーストラリア

は改良されたＣＰＵＥ指標の開発に関して他の国との協力を呼びかけた。 

 

５.４ リファレンスポイント 

 

22.  オーストラリアは、将来より詳しくこの問題について討議するべきであることに言

及した。オーストラリアは現在のところリファレンスポイントについてはこれ以上所

見を述べる意向はないと述べた。他のどのメンバーも、この問題についての所見を行

う意向はないと述べた。 

 

５.５ ２０００年５月のＳＡＰワークショップからの作業計画における進展 

 

23.会合は、２０００年５月のＳＡＰワークショップからの提案のほとんどに関する進展

については、議題５.１-５.３の下で既に要約されており、本会合で更なる進展が見

られたことを確認した。 

 

オーストラリアは、自国が、２０００年５月のＳＡＰワークショップ(CCSBT-

SAP/0005/22)に、探求的な体長に基づくモデリングを調査した文書を提示した点に言

及した。同国は、論文でのこのアプローチに関するさらに進んだ作業を次回ＳＡＧ会
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合に提示する所存である。日本は、同様に、より単純なモデルの使用について調査し

た文書(CCSBT-SWG/0011/16)を２０００年１１月のＳＷＧ会合に提示した点に言及し

た。 

 

５.６データ交換の取決め 

 

24.  次回ＳＡＧ会合に必要であるデータの交換の取り決め及び日程が、データ入力に関

する非公式な小グループによって広範囲に討議された。提案されたデータ交換要件は

小グループの報告(別紙Ｅ)に記載されている。また、データ作成と交換のために日程

案がさらに議題７の下で討議された。 

 

 

議題６ 管理手続き／戦略に関する更なる討議 

 

６.１ 閉会期間中の活動のレビュー 

 

25.  ミナミマグロ管理戦略の開発に関連する事項に関しては、加盟国からは、なんら実

質的な閉会期間中の作業も報告されなかった。オーストラリアは、２０００年５月の

管理戦略ワークショップのために開発された管理戦略の評価に関する自国文書

(CCSBT-SC/0103/11)が、情報として再度本会合に提出されたことに言及した。日本

は、これが、特に長期目的に対する性能の評価に役立つ例であると指摘した。しかし

ながら、管理措置がどのように長期目的に向かって進展をとげるかに関係して、短期

的な性能測定に関して追加の注意が必要であった。 

 

６.２ 観測入力 

 

26.  信頼できる操作上の入力データの選択は、これらが本質的には評価で信頼できると

考えられる指標であるため、次回ＳＡＧ会合の結果に依存する点が確認された。従っ

て、この問題は、評価結果に照らし、次回ＳＡＧ会合の終わりごろに、具体的に取り

上げられるべきである。 

 

６.３ 操作モデルの開発 

 

27.  パネルは、委員会が、ミナミマグロのための将来の管理手続きにおける分析的な意

思決定への直接的データ入力として用いるべき現在の資源評価モデルを単純化したバ

ージョンの開発と評価を考えるべきであると提案した。この単純なモデルは、許容漁

獲量における変化を決定するために、ＣＰＵＥ,標識放流、調査など、すべてのデー

タ源によって推定された資源豊度の傾向を用いるべきである。これは将来の管理手続

きの開発における資源評価と資源プロジェクションの結果への依存の引き下げを可能

にすると思われる。諮問パネルは、ＣＣＳＢＴによって決定された今後の管理を支援

するための、管理戦略評価枠組みと手続きの開発に関わることを示唆した。 

 

28.  委員会は、管理手続きをテストするために用いられる操業モデルが、本質的にミナ

ミマグロ資源の評価のために開発された一連のモデルから成り、従って、そのような

モデルが次回ＳＡＧ会合で選定された後に、この問題が最良の形で取り上げられるこ

とを確認した。ＴＡＣを算定する管理手続きの分析的な意思決定で用いられるモデル

に関して、日本は、この目的に用いられ得るいくつかの、より簡単なモデルを提案す

るために、自国文書を２０００年１１月のＳＷＧ会合に提出したと述べた(CCSBT-

SWG/0011/16)。委員会は、諮問パネルが管理戦略評価プロセスの枠組みの開発に関わ
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るとの提案を承認した。日本は、可能な管理手続きのトライアルの実施を監督するよ

う、パネルに要請することを提案した。これらのトライアルは、パネルによって当初

提案された枠組みに基づき、委員会によって更に洗練され、おそらくパネルにより開

発された共通のソフトウェアを使用しながら、加盟国によって行われることが望まし

い。パネルは、本件について詳細に検討する時間がなく、関与のレベルは、当然のこ

とながら、利用可能な時間に依存する必要があると答えた。 
 
 
議題７ 将来の作業計画及びスケジュール 
 
29. データ入力に関する非公式な小グループは、次のSAG会合が8月19日に始まることを

仮定して、この準備においてデータ開発及び交換に関する提案されたスケジュールを

作成した。これは委員会によって承認され、別紙Fとして添付されている。 
 
 
議題８ 他の問題 
 
   8.1   データ管理者の任命 
 
30. 事務局長は、データ管理者の選定のための勧告を最終化するため、CCSBT7のちょう

ど前に選定委員会を開催する取決めがなされたことを報告した。これらの勧告は検討

され、またその会合で選定作業が完了する。 
 
   8.2  データベースの設置に関する問題 
 
31. 事務局長は、差し迫ったデータベース管理者の任命は、事務局によって開発され、ま

た維持管理されるCCSBTデータベースの様式及び構成に関して合意に達する必要性を

強調するものであると述べた。資源評価に必要なファインスケールデータの詳細はい

まだ最終化されなければならないが、データベースへの基本的なデータの提出は行わ

れるべきである。日本及びオーストラリアによって提出されたデータベースの様式の

二つの提案が検討された。データの空間的なスケールの詳細を除いて、暫定的なデー

タベース様式に関して合意に達し、また提案(別紙Gに示されている通り。)が、

CCSBT7での検討のため準備された。 
 
32. ニュージーランドは、データベースの初めからデータの安全性及び秘密性について

は、適切な注意が払われる事を確保する必要性を強調した。オーストラリアは、事務

局が、これらの問題に関して商業プロバイダーと相談することを提案した。 
 
   8.3    2000-2001の間に実施される調査に関する報告 
 
33.  日本は、 2000/2001 の間に実施した産卵場調査に関して提出された文書

(CCSBTSC/0103/16)の要約、及び2001/2002の間の巡航提案(CCSBTSC/0103/17)を説明

した。低い漁獲率（２尾）は、産卵親魚の行動に関連して、いかなる結果を出すこと

も困難であった。2001/2002年の巡航の間、適切な漁獲尾数が得られることを仮定し

て、海洋観測、ソナー探索及びアーカイバル又は人工衛星標識放流もまた試みられる

ことが提案された。日本は、もし希望があれば、科学者が次の巡航に参加するため、

オーストラリアに招待状を出した。 
 
 
議題９ 報告書の採択 
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34. SC報告書草案は、委員会によってレビューされた。提案された変更がなされた後

に、報告書が採択された。 
 
 
議題１０ 閉会 
 
35. 全ての加盟国は、会場及び会議室の設備を提供してくれたことに対して、日本側に感

謝した。議長は、会議でのリーダーシップに対して、事務局は、その効率的な運営に

対して、またオブザーバーはその参加に対して謝辞を受けた。特に、諮問パネルの会

合中及び昨年からの本質的な貢献に対して感謝の意が述べられ、また、彼らが委員会

の作業に積極的に参加し続けてもらう希望が表明された。最後に、通訳は、彼らの能

力及び通訳の優秀さを感謝された。 
 
36. 会合は、2001年3月24日16時に閉会した。 
 
 


